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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱接着性繊維を含む繊維層（１）の少なくとも片面に、互いに異なる樹脂成分からなる
複合繊維を含む繊維層（２）を積層し、ポイントスルーエアー加工によって両繊維層の繊
維を圧着扁平化することなく両繊維層を該熱接着性繊維の熱接着によって部分的に一体化
し、熱接着により部分的に形成された前記繊維層（１）の熱接着部の間の繊維層（１）を
繊維層（１）の表面に突出させて凸状構造を形成させる、伸縮性不織布の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伸縮性を有する不織布、その製造方法及び該不織布を用いた製品に関する。
更に詳しくは、その伸縮性をＭＤ（Ｍａｃｈｉｎｅ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）およびＣＤ（
Ｃｒｏｓｓ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）の方向に関係なく全方向に発揮できる不織布である。
また、不織布表面に突起した凸構造を呈しており、嵩高性、柔軟性、および通気性を加味
した不織布である。
【背景技術】
【０００２】
　伸縮性を有する不織布を得る手法としては、エラストマー樹脂をメルトブロー法にてコ
ンベアーに積層し、熱ロールにて接着されたシートが一般的であるが、嵩高性が非常に低
い為、通気性が低く風合いを損なうものであった。また、エラストマー樹脂特有の摩擦に
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より表面平滑性が悪いといった問題もある。
【０００３】
　また、潜在捲縮を有する繊維で構成されるウェブをジェット水流にて交絡させ、不織布
化後に熱処理を行い収縮させ、不織布の構造にて伸縮を与える手法があるが、この場合、
水流交絡が強いと繊維同士が強く絡むため、後の収縮工程にて収縮が十分に付与できず、
伸縮性を損ない、逆に交絡が弱いと、伸縮は十分に与えられるが不織布強度が著しく低下
するといった問題がある。
【０００４】
　その他の製法として、伸縮ウェブと非収縮ウェブ2層を熱エンボスロールでポイント接
着し、その後加熱装置にて伸縮層を収縮させることで嵩高性と伸縮性を付与させるといっ
た製法がある。この場合、エンボス圧着された部分はフィルム化されるため、通気性が損
なわれ、また、その部分は伸縮性も損なわれるといった問題がある。
【０００５】
　また、不織布に十分な強度を持たせつつ、嵩高性と柔軟性を備えるために、熱風スルー
エアー加工方式を用いて、熱接着性複合繊維ウェブに熱風を貫通させる領域と熱風に接触
させない領域を混在させて加工するポイントスルーエアー加工方式が用いられている。特
許文献４に記載されているように、ポイントスルーエアー不織布の加工方式は、熱風加工
機（サクションバンドドライヤー）を利用した加工方法である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２５６８５６号公報
【特許文献２】特開平１０－１１４００４号公報
【特許文献３】特開２００６－４５７２４号公報
【特許文献４】特開２００１－３２５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、前記問題点を解消せんとするものであり、表面に凹凸の皺を持ち嵩高
で柔軟性が高く、通気性があり、ＭＤおよびＣＤの方向に関係なく全方向に伸縮性を発揮
することが出来る伸縮性不織布を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、前記課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、異なる収縮率を持つ特
定のウェブ２層を圧着扁平化することなく部分的に一体化することにより得られた不織布
を更に熱処理することにより得られる不織布が前記課題を解決することを見出し、この知
見に基づいて本発明を完成するに至った。
【０００９】
　本発明は、以下の構成を有する。
１．熱接着性繊維を含む繊維層（１）の少なくとも片面に、互いに異なる樹脂成分からな
る複合繊維を含む繊維層（２）が積層され、該熱接着性繊維の熱接着により部分的に形成
された熱接着部において両繊維層の繊維が圧着扁平化することなく両繊維層が一体化され
ており、該熱接着部の間において繊維層（１）が繊維層（１）側に突出した凸状構造を形
成している、伸縮性不織布。
２．繊維層（２）が、螺旋捲縮を発現しうる複合繊維を含み、該複合繊維の螺旋捲縮によ
る繊維間の絡まり合いによって形成されている、前項１に記載の伸縮性不織布。
３．熱接着部の間において、繊維層（１）が、繊維層（１）を構成する複合繊維の熱融着
によって該繊維間の交点が接合されている、前項１または２に記載の伸縮性不織布。
４．熱接着性繊維を含む繊維層（１）の少なくとも片面に、互いに異なる樹脂成分からな
る複合繊維を含む繊維層（２）を積層し、該熱接着性繊維の熱接着によって部分的に形成
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した熱接着部において両繊維層の繊維を圧着扁平化することなく両繊維層を一体化し、該
熱接着部の間において繊維層（１）側に繊維層（１）を突出させて凸状構造を形成させる
、伸縮性不織布の製造方法。
５．ポイントスルーエアー加工によって両繊維層の繊維を圧着扁平化することなく両繊維
層を熱接着によって部分的に一体化する前項４に記載の製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の伸縮性不織布は、特に表面に凹凸の皺を持ち嵩高で柔軟性が高く、通気性があ
り、ＭＤおよびＣＤの方向に関係なく伸縮性を発揮することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】熱収縮加工前における、繊維層（１）と繊維層（２）の積層品の平面模式図であ
る。
【図２】熱収縮加工前における、繊維層（１）と繊維層（２）の積層品の断面模式図であ
る。
【図３】熱収縮加工後における、繊維層（１）と繊維層（２）の積層品の平面模式図であ
る。
【図４】熱収縮加工後における、繊維層（１）と繊維層（２）の積層品の断面模式図であ
る。
【図５】熱収縮加工前における、積層品の繊維層（１）と繊維層（２）の凸凹差が無い例
の断面模式図である。
【図６】熱収縮加工前における、積層品の繊維層（１）と繊維層（２）の凸凹差が僅かに
有る例の断面模式図である。
【図７】熱収縮加工後における、積層品の繊維層（１）と繊維層（２）の凸凹差が顕著に
なった例の断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の伸縮性不織布は、熱接着性繊維を含む繊維層（１）の少なくとも片面に、互い
に異なる樹脂成分からなる複合繊維を含む繊維層（２）が積層され、該熱接着性繊維の熱
接着により部分的に形成された熱接着部において両繊維層の繊維が圧着扁平化することな
く両繊維層が一体化されており、該熱接着部の間において繊維層（１）が繊維層（１）側
に突出した凸状構造を形成している。
【００１３】
　本発明の伸縮性不織布を、図面を用いて説明する。図１は、熱収縮加工前の繊維層（１
）と繊維層（２）の積層品の平面模式図である。また、図２は、熱収縮加工前の繊維層（
１）と繊維層（２）の積層品の断面模式図である。図１および２において、３は熱接着部
（熱接着繊維同士の交点が接着している部位）であり、４は熱接着部の間（熱接着繊維同
士の交点が接着していない部位）を示す。図２において、１は熱収縮加工前の繊維層（１
）、２は熱収縮加工前の繊維層（２）、Ｘ１－Ｘ１’は不織布の断面箇所である。
【００１４】
　図３は、熱収縮加工後の繊維層（１）と繊維層（２）の積層品の平面模式図である。図
４は、熱収縮加工後の繊維層（１）と繊維層（２）の積層品の断面模式図である。図３お
よび４において、３は熱接着部（熱接着繊維同士の交点が接着している部位）であり、４
’は熱収縮加工後の熱接着部の間（凸状構造形成部）である。図４において、１’は熱収
縮加工後の繊維層（１）、２’は熱収縮加工後の繊維層（２）、５は熱接合領域（繊維層
（１）と繊維層（２）の界面における熱接合面）、Ｘ２－Ｘ２’は不織布の断面箇所、６
は空間部である。
【００１５】
　図５は、熱収縮加工前における、熱収縮加工前積層品の繊維層（１）と繊維層（２）の
凸凹差が無い例の模式図である。図６は、熱収縮加工前における、積層品の繊維層（１）
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と繊維層（２）の凸凹差が僅かに有る例の模式図である。図７は、熱収縮加工後における
、積層品の繊維層（１）と繊維層（２）の凸凹差が顕著になった例の模式図である。
【００１６】
　本明細書において「熱接着部」とは、両繊維層が積層された繊維ウェブの任意の部分に
熱風を通すことにより、繊維層（１）に含まれる熱接着性繊維を構成する低融点成分の溶
融により、繊維層（１）を構成する繊維が、該繊維同士の交点や接触部分等で接着してい
るか、または繊維層（１）と（２）の界面において繊維層（１）を構成する繊維と繊維層
（２）を構成する繊維が繊維同士の交点や接触部分等で接合している部分をいう。
【００１７】
　また、「両繊維層の繊維が圧着扁平化することなく両繊維層が一体化」しているとは、
繊維層（１）および繊維層（２）の構成繊維が、繊維ウェッブの形態を保持したままで、
当該繊維に含まれる低融点成分の溶融または軟化によって、繊維層（１）を構成する繊維
が多数の繊維交点等で接着しているか、または繊維層（１）と（２）の界面において繊維
層（１）を構成する繊維と繊維層（２）を構成する繊維が繊維同士の交点や接触部分等で
多数接合している状態をいう。すなわち、エンボス圧着によりフィルム化されていない状
態をいう。
【００１８】
　「熱接着部の間」とは、熱接着部以外の部分であり、繊維層（１）および繊維層（２）
の構成繊維同士が熱接着されていない領域をいう。
【００１９】
　「凸状構造」とは、熱接着性繊維が熱接着して熱接着部が形成され、熱接着部が形成さ
れていない部分（熱接着の間）において繊維層（２）が収縮することに伴い、繊維層（１
）が繊維層（１）側に突出することにより形成される凸状形状の構造である。
【００２０】
　前記熱接着部の状態は、前記の従来技術にあるような熱エンボスロール等との接触によ
って加熱、加圧されて、その形状を扁平化し、低融点成分や高融点成分が溶融あるいは軟
化して繊維同士が圧着接着するような状態とは相違する状態である。このことにより、本
発明の伸縮性不織布は、嵩高で柔軟性が高く、通気性があり、ＭＤおよびＣＤの方向に関
係なく伸縮性を発揮することが出来る。
【００２１】
　本発明の伸縮性不織布に形成されている熱接着部は、俯瞰的に見た場合、規則的に分布
しており、一定のパターンを有している場合が多い。同様なことは、不織布の厚み方向に
ついても言うことができる。熱接着部においては、熱接着性繊維同士の繊維交点が熱接着
している。
【００２２】
　熱接着性繊維と非熱接着性繊維の繊維交点は、使用される繊維の種類によって熱接着さ
れている場合もあり、そうでない場合もある。しかし、不織布としての強度を維持するた
めには、熱接着部における繊維交点の大部分は熱接着されていることが好ましい。そのた
め、繊維層（１）に混綿される非熱接着性繊維の量を制限することが好ましい。繊維層（
１）に混綿される非熱接着性繊維の量は５０質量％未満が好ましく、３０質量％未満がよ
り好ましい。
【００２３】
　本発明の伸縮性不織布の表面における熱接合領域の形状は、熱接着性繊維を含む繊維ウ
ェッブを熱風が通過する方法に依存され、特に制限されず、長方形および菱型等でもよい
が、好ましくは円形である。さらに好ましくは、不織布強力が向上するように繊維流れ方
向に対して直角方向に長径を持つ楕円形状である。
【００２４】
　本発明の伸縮性不織布の表面における熱接着部の総面積率は、６０％以下が好ましく、
１０～４０％がより好ましい。この範囲とすることで、不織布強度を維持することができ
る。
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【００２５】
　本発明の伸縮性不織布の表面における熱接着部の大きさは、加工法を考慮しなければな
らないが、円形の場合、直径１～４ｍｍ程度が好ましい。また、その配置は千鳥模様が好
ましいが、これに限定されるものではない。
【００２６】
　凸状構造の長さ（以下、「凹凸厚み差」および「凹凸度」ともいう）は、図５～７にお
けるａとｂの長さの差（ａ－ｂ）をいう。凹凸厚み差は後述する実施例の方法により測定
する。凹凸厚み差は、意匠性の観点からは、特に限定されるものではないが伸張、伸縮、
風合いの観点から、０.１～５.０ｍｍであることが好ましく、０.３～３.０ｍｍであるこ
とがより好ましい。
【００２７】
　凹凸の比率（図５～７におけるａとｂとの比＝ａ／ｂ）は、伸張、伸縮、風合いの観点
から、１．０～５．０であることが好ましく、１．５～３.５であることがより好ましい
。
【００２８】
　本発明の伸縮性繊維における凸状構造の個数は、特に限定されるものではないが、少な
くとも、接着部の間に１つ隆起をもつ。
【００２９】
　本発明の伸縮性不織布の目付は、構成繊維の繊維径にもよるが、２０～２００ｇ／ｍ2

が好ましく、より好ましくは、３０～１５０ｇ／ｍ2であり、さらに好ましくは５０～１
００ｇ／ｍ2である。
【００３０】
　目付を２０ｇ／ｍ2以上とすることにより、取り扱いが非常に容易になり、また不織布
の強度も向上し、実用性に富んだ不織布となる。また、目付を２００ｇ／ｍ2以下とする
ことにより、不織布の構成繊維の密度が下がるために熱接着部の間の部分でも繊維の自由
度が増し、加工適正も向上し、柔軟性が高まる。また、吸収性物品に用いるには、低コス
ト軽量化の点でも有効である。
【００３１】
　本発明の伸縮性不織布の厚みは、伸張、伸縮、風合いの観点から、１.０～５.０ｍｍで
あることが好ましく、１．５～４．０ｍｍであることがより好ましく、２．０～３.０ｍ
ｍであることが特に好ましい。
【００３２】
［繊維層（１）］
　繊維層（１）の収縮率は、繊維層（２）の収縮率よりも、好ましくは３０％以上、より
好ましくは５０％以上低い収縮率となることが好ましい。収縮率は後述する実施例の方法
により測定することができる。繊維層（１）と繊維層（２）の収縮率の差（繊維層（２）
の収縮率―繊維層（１）の収縮率）を３０％以上とすることにより、後に形成される表面
凹凸形状が大きく、不織布の嵩を増すことができ好ましい。
【００３３】
　繊維層（１）に含まれる熱接着性繊維は、繊維層（２）を構成する複合繊維よりも螺旋
捲縮の発現性が劣る潜在捲縮性複合繊維、または、螺旋捲縮を発現しない非潜在捲縮性複
合繊維もしくは単一成分繊維であることが好ましい。このことにより、繊維層（１）の収
縮率を、繊維層（２）の収縮率よりも、好ましくは３０％以上低く抑えることができる。
【００３４】
　繊維層（１）に含まれる熱接着性繊維は、潜在捲縮性複合繊維であることが好ましい。
繊維層（１）に含まれる熱接着性繊維が潜在捲縮性複合繊維であると、繊維層（１）が突
出して形成される凸状部が、その凸状構造自体に由来する伸びしろに加えて、前処理加工
工程及び／または収縮加工工程で発現する螺旋捲縮に由来した伸びしろ（伸張性）をも併
せ持つこととなり、不織布の柔軟性、伸縮性は、更に好ましいものとなりうる。また繊維
層（１）の突出部の伸びしろと繊維層（２）の螺旋捲縮の伸張性により、不織布に伸縮性
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を与えることが出来る。
【００３５】
　繊維層（１）の熱接着性繊維に用いる樹脂としては、例えば、ポリオレフィン、ポリエ
ステルおよびポリアミドなどが挙げられる。繊維層（１）を構成する熱接着性繊維は、互
いに異なる樹脂成分からなる複合繊維であってもよい。
【００３６】
　繊維層（１）に含まれる熱接着性繊維としては、低融点成分と高融点成分の組み合わせ
が好ましい。低融点成分／高融点成分としては、具体的には、ポリエチレン／ポリプロピ
レン、ポリプロピレンコポリマー／ポリプロピレンホモポリマーおよびポリエチレン／ポ
リエチレンテレフタレートが例示できるが、これに限定されない。
【００３７】
　ポリエチレンには、ポリエチレンホモポリマー、エチレンとプロピレンまたは他のオレ
フィンとのコポリマー、およびエチレンとその他の共重合成分とのコポリマーが含まれる
。また、ポリプロピレンには、ポリプロピレンホモポリマー、プロピレンとエチレンまた
は他のオレフィンとのコポリマー、プロピレンとその他の成分との共重合体が含まれる。
また、ポリエステルとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレートおよびポリブチレン
テレフタレート、並びにそれらの共重合体が挙げられる。
【００３８】
　低融点成分は高融点成分の融点よりも１０℃以上低い融点であることが好ましい。特に
繊維層（１）を構成する熱接着性繊維が複合繊維である場合には、該複合繊維の低融点成
分の融点が相応に低いと、該低融点成分による熱接着性を利用し、前処理加工で加熱によ
って両層を熱接着一体化する場合に、加熱が低温で済む。このことにより、繊維層（２）
を構成する複合繊維における螺旋捲縮の発現を不活発化することができる。それにより、
繊維層（２）の収縮挙動が抑制される結果、両層間に十分な熱接着が形成されるに十分な
保持時間が両層の接触面に担保されうる。こうして、強固な接着一体化が達成される。
【００３９】
　繊維層（１）に含まれる熱接着性繊維が、低融点成分と高融点成分で構成される場合、
複合繊維の長さと直交する方向における繊維断面に占める容積比（低融点成分／高融点成
分）は、１０／９０～９０／１０であるのが好ましく、４０／６０～６０／４０であるの
が更に好ましい。
【００４０】
　また、繊維層（１）に含まれる熱接着性繊維は、少なくともその繊維表面にエラストマ
ー成分を構成成分として含むことが好ましい。このことにより、繊維層（１）内の繊維同
士の接点、および、繊維層（１）を構成する繊維と繊維層（２）を構成する複合繊維との
接点が、該エラストマー成分を介して熱接着されることとなる。それにより、その熱接着
点は弾性を帯び、不織布に加えられる張力等に伴う変形に対する緩衝効果を有する結果、
不織布に柔軟性・伸縮性が醸し出されると共に、エラストマー成分の持つ粘着性によって
接着点の接着強度が補強される結果、層間の剥離強力も高いものとなる。
【００４１】
　前記エラストマー成分としては、例えば、スチレン系エラストマー、オレフィン系エラ
ストマー、エステル系エラストマーおよびウレタン系エラストマー並びにこれらの混合物
などを挙げることができる。
【００４２】
　繊維層（１）には、本願発明の効果を妨げない範囲で、木質繊維、天然繊維、レーヨン
およびアセテートなどの化学繊維、並びにポリエステル、アクリル（ポリアクリロニトリ
ル系）およびナイロン、ポリ塩化ビニルなどの合成繊維が混綿されていてもよい。
【００４３】
　繊維層（１）に用いる繊維の繊度は１．０～１１ｄｔｅｘが好ましく、１．５～５．５
ｄｔｅｘがより好ましい。また、繊維層（１）に用いる繊維は、連続繊維（長繊維）およ
び短繊維のいずれであってもよいが、短繊維であるのが好ましい。また、繊維層（１）に
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用いる繊維の繊維長は１０～１２０ｍｍが好ましく、３０～６０ｍｍでが好ましい。
【００４４】
　繊維層（１）に用いる繊維は、凸状構造の形成を容易にするために繊維剛性を低くする
方が有効であり、また不織布の柔軟性を考えた場合、繊度は比較的小さいものを選択する
ことが望ましい。
【００４５】
　繊維層（１）に含まれる繊維が複合繊維である場合、その断面形状としては、特に限定
されないが、例えば、同心鞘芯型、偏心鞘芯型および並列型等が挙げられる。中でも偏心
鞘芯型および並列型が好ましく、並列型が特に好ましい。断面形状が並列型である複合繊
維を用いることで、高い潜在捲縮性の繊維が得られるからである。
【００４６】
　繊維層（１）の目付は、構成繊維の繊維径にもよるが、５～３０ｇ／ｍ２が好ましく、
１０～２０ｇ／ｍ２がより好ましい。
【００４７】
［繊維層（２）］
　繊維層（２）は、互いに異なる樹脂成分からなる複合繊維を含む繊維層である。該複合
繊維は、螺旋捲縮を発現しうる複合繊維であることが好ましく、潜在捲縮性複合繊維であ
ることがより好ましい。
【００４８】
　前記潜在捲縮性複合繊維は、１１０℃の熱処理において螺旋捲縮を発現することが好ま
しい。当該螺旋捲縮の発現に伴う繊維層（２）の見掛け上の収縮率は、４０％以上である
のが好ましく、６０％以上がより好ましい。
【００４９】
　前記収縮率を４０％以上とすることにより、十分な収縮力が得られ、繊維層（１）を突
出させることが困難となるのを防ぐ。また、螺旋捲縮の発現が十分となり、繊維層（２）
の伸張性が低下するのを防ぐ。上限については特に規制は無いが、８０％未満とすること
により、十分な製品の寸法安定性が得られる。
【００５０】
　繊維層（２）に含まれる複合繊維に使用される樹脂としては、例えば、ポリオレフィン
、ポリエステルおよびポリアミドなどが挙げられる。
【００５１】
　繊維層（２）に含まれる複合繊維を構成する互いに異なる樹脂成分しては、低融点成分
と高融点成分の組み合わせが例示できる。低融点成分は高融点成分の融点よりも１０℃以
上低い融点であることが好ましい。
【００５２】
　低融点成分／高融点成分としては、具体的には、ポリエチレン／ポリプロピレン、ポリ
プロピレンコポリマー／ポリプロピレンホモポリマーおよびポリエチレン／ポリエチレン
テレフタレートが例示できるが、これに限定されない。
【００５３】
　ポリエチレンには、ポリエチレンホモポリマー、エチレンとプロピレンまたは他のオレ
フィンとのコポリマー、およびエチレンとその他の共重合成分とのコポリマーが含まれる
。また、ポリプロピレンには、ポリプロピレンホモポリマー、プロピレンとエチレンまた
は他のオレフィンとのコポリマー、プロピレンとその他の成分との共重合体が含まれる。
また、ポリエステルとしては、例えば、ポリエチレンテレフタレートおよびポリブチレン
テレフタレート、並びにそれらの共重合体が挙げられる。
【００５４】
　繊維層（２）に含まれる複合繊維が、低融点成分と高融点成分で構成される場合、複合
繊維の長さと直交する方向における繊維断面に占める容積比（低融点成分／高融点成分）
は、１０／９０～９０／１０であるのが好ましく、４０／６０～６０／４０であるのが更
に好ましい。
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【００５５】
　繊維層（２）に含まれる複合繊維はエラストマー成分を含んでいてもよい。エラストマ
ー成分としては、例えば、スチレン系エラストマー、オレフィン系エラストマー、エステ
ル系エラストマーおよびウレタン系エラストマー並びにこれらの混合物などを挙げること
ができる。
【００５６】
　繊維層（２）には、本願発明の効果を妨げない範囲で、木質繊維、天然繊維、レーヨン
およびアセテートなどの化学繊維、並びにポリエステル、アクリル（ポリアクリロニトリ
ル系）およびナイロン、ポリ塩化ビニルなどの合成繊維が混綿されていてもよい。
【００５７】
　繊維層（２）に用いる繊維の繊度は１．０～１１ｄｔｅｘが好ましく、１．５～５．５
ｄｔｅｘがより好ましい。また、繊維層（２）に用いる繊維は、連続繊維（長繊維）およ
び短繊維のいずれであってもよいが、短繊維であるのが好ましい。また、繊維層（２）に
用いる繊維の繊維長は１０～１２０ｍｍが好ましく、３０～６０ｍｍがより好ましい。
【００５８】
　繊維層（２）に含まれる複合繊維の断面形状としては、特に限定されないが、例えば、
同心鞘芯型、偏心鞘芯型および並列型等が挙げられる。中でも偏心鞘芯型および並列型が
好ましく、偏心鞘芯型および並列型が特に好ましい。断面形状が偏心鞘芯型および並列型
である複合繊維を用いることで、高い螺旋捲縮性を発現するからである。
【００５９】
　繊維層（２）の目付は、構成繊維の繊維径にもよるが、５～５０ｇ／ｍ２が好ましく、
１０～３０ｇ／ｍ２がより好ましい。
【００６０】
　繊維層（２）と繊維層（１）の目付の比率は６０：４０～１０：９０が好ましく、５０
：５０～３０：７０がより好ましい。繊維層（１）の比率を前記範囲以下とすることによ
り、繊維層（２）に含まれる繊維の螺旋捲縮の発現に伴い、十分に繊維層（２）が収縮し
、十分に繊維層（１）を突出させることができる。また繊維層（２）の比率を前記範囲以
下とすることにより、製品の寸法安定性を十分に維持することができる。
【００６１】
［製造方法］
　本発明の伸縮性不織布は、熱接着性繊維を含む繊維層（１）の少なくとも片面に、互い
に異なる樹脂成分からなる複合繊維を含む繊維層（２）を積層し、両繊維層の繊維を圧着
扁平化することなく両繊維層を熱接着によって部分的に一体化し、熱接着部の間において
繊維層（１）側に繊維層（１）を突出させて凸状構造を形成させることにより製造する。
【００６２】
　具体的には、螺旋捲縮を発現しうる複合繊維を含む繊維層（２）と、繊維層（２）に含
まれる複合繊維に比べて、螺旋捲縮を発現する能力に劣るか、または、螺旋捲縮を発現し
ない熱接着性繊維を含む繊維層（１）とを積層して、圧着扁平化することなく部分的に接
着することにより一体化（以降「前処理加工」と記す場合がある。）する。
【００６３】
　更に得られた不織布の全表面を対象に再び熱処理することによって、繊維層（２）に用
いた繊維の螺旋捲縮の発現に起因する収縮により、前記部分的に形成された接着部の間に
、繊維層（１）が、繊維層（１）側の不織布表面に突出して凸状を形成（以降「収縮加工
」と記す場合がある。）する。
【００６４】
（積層方法）
　各繊維層は、それぞれの構成繊維間が一体化処理されていないウェブの状態で積層する
ことが好ましい。ウェブ化の方法としては、特に限定されず、例えば、カーディング法お
よびエアレイド法が挙げられる。凸部構造を形成させる点でカーディング法が好ましい。
【００６５】
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　各繊維層における繊維の分散状態は特に限定されず、繊維が一方向に配列していても、
ランダムに分散されていてもよいが、ＭＤおよびＣＤの方向に関係なく全方向に伸縮させ
る観点から、ランダムに分散されていることが好ましい。
【００６６】
　ここで言う「ランダム」とは、ウェブを形成する繊維の並びを示し、繊維の配列性の低
いものを言う。カード機のメタリックワイヤーなどで、カーディングを行う場合、各ロー
ラーの速度比によって繊維の配列のランダム性を制御することなども一般に行われている
が、このような方法で得られる、繊維の一方向への配列が緩んだ状態もまた、本明細書に
おける「ランダム」の範疇である。
【００６７】
　両繊維層を積層する際に、両層の繊維の配列状態の関係は特に限定されず、両層の繊維
が共に略同一方向に配列するように積層してもよく、そうでなくてもよい。ＭＤおよびＣ
Ｄの方向に関係なく全方向に伸縮させる観点から、両繊維層ともにランダムに配列するよ
うに積層するのが好ましい。
【００６８】
（一体化方法）
　前処理加工工程の、繊維層（１）と繊維層（２）を圧着扁平化することなく部分的に一
体化する手法としては、例えば、一般的な熱風循環式スルーエアー装置の搬送コンベアー
と任意のパンチングを施したステンレスベルト（以降パンチングベルトと記す）の間に積
層不織布を挟み、これに熱風をあてて、熱風をパンチング部分（開口部）のみ貫通させる
ことによって（後に「熱接着部となる部位」）、両層を一体化する方法等を挙げることが
できる。パンチングベルトの替わりに開孔を施したローラーを用いて熱風を貫通させても
よい。
【００６９】
　以降、このように、スルーエアー装置を使って行う前処理加工を、特に「ポイントスル
ーエアー加工」と言う場合がある。また、以降においては、ポイントスルーエアー加工を
行う場合を中心に前処理加工工程の具体的な方法を紹介するが、前処理加工は、このポイ
ントスルーエアー加工に限定されるものではない。
【００７０】
　ポイントスルーエアー加工は、実際には、パンチングベルトの開孔を通過した熱風が、
パンチングベルトのボディと不織布との間に潜り込まない程度に、パンチングベルトを不
織布に密着させて行う。このとき、パンチングベルトと密着する不織布の部位には、該不
織布中の繊維が扁平化しない程度にパンチングベルト本体の自重またはパンチングベルト
を介して押圧が掛かっていてもよい。これらの自重または押圧によっても、ポイントスル
ーエアー加工時における繊維層（２）を構成する繊維の捲縮を発現する動きが抑制されう
る。
【００７１】
　しかし、ポイントスルーエアー加工によって熱風が当たる部位における繊維層（２）を
構成する複合繊維の捲縮は、完全に抑制されているというわけではなく、熱風に当たって
いない部位に比べて、弱いながら捲縮が発現していると思われる。
【００７２】
　繊維層（２）の前記捲縮によって、繊維層（１）が全体的に上方へやや持ち上げられる
結果となり、熱風がパンチングベルトによって遮られていた部位（後に「熱接合領域間を
形成する領域（Ｂ）」となる）において、繊維層（１）と、捲縮が発現していない繊維層
（２）との間に僅かな空間部が形成されるものと考えられる。
【００７３】
　ポイントスルーエアー加工は、繊維層（２）に含まれる複合繊維の螺旋捲縮発現が不活
発であり、かつ、該複合繊維の低融点成分が熱溶融しない温度であって、且つ、繊維層（
１）に含まれる繊維において、該複合繊維の少なくとも繊維表面を形成する低融点成分が
、熱接着に関与しうる程度に溶融または軟化するような温度条件で実施することが好まし
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い。
【００７４】
　繊維層（２）の低融点成分が溶融する温度でポイントスルーエアー加工すると、熱風が
貫通した部位、即ちポイント接着される部分の熱溶融が進行し過ぎて硬くなり風合いを損
なう。また、繊維層（２）の収縮が高くなり不織布に引きつりが生じ、地合いが乱れる。
この為、繊維層（２）の螺旋捲縮の発現が活発化しないような温度で熱接着に関与しうる
成分を繊維層（１）の低融点成分として選択することが重要となる。
【００７５】
　繊維層（１）の低融点成分としては、例えばＬＤＰＥおよびＬ－ＬＤＰＥなどが挙げら
れる。繊維層（１）の低融点成分の融点は、７０℃以上１２５℃以下が好ましく、９０℃
以上１１０℃以下がより好ましい。
【００７６】
　繊維層（２）の低融点成分としては、例えば、プロピレン共重合体およびエチレン共重
合体が好適に挙げられ、特にエチレン－プロピレン共重合体が好ましい。繊維層（２）の
低融点成分の融点は繊維層（１）の低融点成分の融点より高いことが好ましく、１０℃以
上高いことがより好ましく、かつ、低融点成分の融点の温度範囲は１２０～１５０℃が好
ましく、１３０～１４０℃がより好ましい。
【００７７】
（収縮加工）
　収縮加工には、一般的な熱風循環式スルーエアー装置が使用できる。収縮加工における
加工温度は、本願発明の構造を有する不織布が得られる限り、ポイントスルーエアー時の
加工温度より高くとも、同じであっても、また低くてもよい。好ましくは１００℃以上１
３０℃以下の範囲である。
【００７８】
　ポイントスルーエアー加工後に不織布表面全面に均等に熱風を吹き付けて行う収縮加工
工程において、その熱風の温度が、ポイントスルーエアー加工時の熱風の温度と同じかそ
れより高い場合であっても、上記ポイントスルーエアー加工時に熱風が遮られていた部位
の繊維層（１）と繊維層（２）とが、繊維層（１）を構成する繊維の熱接着によってあら
ためて一体化されるという現象は見られない。
【００７９】
　前述のとおり、ポイントスルーエアー加工時に、前記熱風が遮られていた部位において
、当該部位の繊維層（１）と繊維層（２）の間に形成されると考えられる空間部が、両層
の接触を阻む効果を生み、両層の接着一体化を阻止する機能を果たしているものと思われ
る。これにより、ポイントスルーエアー加工時において熱風が遮られていた部位の繊維層
（１）の繊維は、繊維層（２）とは、独立した動きをとりうる。
【００８０】
　その結果、繊維層（１）の繊維は、繊維層（２）の繊維の強い捲縮の発現に伴う繊維層
（２）の収縮による応力を受けると、該収縮に追随できずに、繊維層（１）の繊維間が該
繊維の接着成分の熱溶融または熱軟化によって接着されながら、繊維層（２）とは独立し
て、繊維層（１）側の不織布表面に突出して凸状を形成するものと考えられる。
【００８１】
　また、収縮加工時の温度条件が、ポイントスルーエアー加工時の熱風の温度と同じかそ
れより高い場合であっても、ポイントスルーエアー加工時に熱風が遮られていた不織布の
部位で繊維層（１）と繊維層（２）とが熱接着一体化しない別の理由としては、収縮加工
時の繊維層（２）を構成する繊維の捲縮性が十分大きいために、捲縮発現に伴う繊維層（
２）の繊維の動きに、繊維層（１）の繊維の熱溶融または熱軟化による繊維層（２）を構
成する複合繊維との熱接着の形成が追いつかないことも一因と考えられる。
【００８２】
　さらに、繊維層（１）を構成する繊維が並列型構造を有する複合繊維である場合には、
熱接着に関与しない高融点成分が繊維表面の有効量を占めることとなり、全体として、熱
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接着に関与しうる低融点成分の熱接着に関与する機会が減少する結果、繊維層（１）と繊
維層（２）の熱接着ポイントの絶対量が減少してしまうことも一因と考えられる。
【００８３】
　ポイントスルーエアー加工は、２層のウェブを圧着扁平化させること無く接着させるこ
とにあるが、この方法を経て得られた本発明の伸縮性不織布は熱風が当てられた部位と熱
風が遮られた部位との境界における熱接着部と熱接着部の間との接着状態の臨界が明確な
ものとなりやすい。
【００８４】
　このため、熱風が遮られた部位において、収縮加工工程での繊維層（２）で発生する収
縮による応力の伝播は、熱風が当てられた部位との臨界まで、大きく損なわれることなく
一様に伝わりやすい。
【００８５】
　そして、熱風が当てられた部位との臨界で、その応力の伝播が堰きとめられる結果、応
力伝播はその勢いのまま繊維層（１）の凸状形成へと展開するものと考えられる。このた
め、その境界部において、凸状構造は急角度で立ち上がる傾向があり、よって、特に面フ
ァスナー部材として用いた場合には、凸状構造による引っかかりが良く、好ましいものと
なる。
【００８６】
　一方、同じ２層を一体化させる手法として、熱エンボス加工による圧着方法が一般に採
用されるが、こちらは、エンボスロールの凸部による圧接によって、圧接されなかった部
位（凸部）の繊維層は、圧接部（フィルム化された凹部）との境界に形成される勾配面に
おいて、圧接力により引っ張られ緊張状態で固定されている。また、圧接された部位と圧
接されなかった部位の境界近傍（特に勾配面）は、圧接部中央に比べて、不完全な熱接着
状態が形成されやすい。
【００８７】
　このため、圧接されていない部位の繊維層（２）が、引き続き実施される収縮工程にお
いて収縮しても、該収縮による応力は、繊維層（１）の勾配面に存在する繊維の緊張緩和
に消費・吸収されるとともに、特に非圧接部から圧接部へと向かう勾配面における熱接着
状況の緩やかな推移のために、繊維層（２）の収縮に伴う応力は、特にこの勾配面で分散
されてしまうものと思われる。
【００８８】
　このため、非熱接合領域において、繊維層（２）の収縮に伴う応力によって繊維層（１
）側表面に形成される繊維層（１）による凸部は、熱圧接部の近傍において、不明瞭な起
点をもとに緩やかな角度で立ち上がる傾向がある。
【００８９】
　したがって、その構造ゆえに、面ファスナー部材として使用した場合、引っかかりにく
く、充分なファスナー性が得られにくい。また、本発明が有する伸縮性、柔軟性を有する
不織布とは、風合い、物性の異なる物となる。
【００９０】
　また、熱エンボス加工部は、繊維間空隙が潰されてしまうため、不織布全体としての、
通気度が大きく損なわれるが、本発明の伸縮性不織布における熱接着部では、繊維間がそ
の交点において接着しているのみであるため、空隙が損なわれず、良好な通気度を維持で
きるという特徴を持つ。
【実施例】
【００９１】
　以下、本発明を実施例により詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定される
物ではない。
【００９２】
［測定方法］
　各実施例及び比較例で製造した伸縮性積層シートは以下の測定方法により評価した。
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【００９３】
＜収縮率測定法＞
（イ）繊維層（１）及び繊維層（２）
　熱処理前のサンプルをＭＤ方向３箇所（中央、両端を測定）の長さを測定し、その平均
を（Ａ）値とした。次いで、熱処理後についても同様箇所の長さを測定しその平均を（Ｂ
）値とし、以下の式により収縮率とした。ＣＤ方向についても同様の測定方法にて収縮率
求めた。
　収縮率（％）＝（（Ａ）－（Ｂ））／（Ａ）×１００
【００９４】
（ロ）不織布
　不織布を２５×２５ｃｍ、面積６２５ｃｍ２に切り出し、熱処理後のこの不織布の面積
を算出して（Ｃ）値とし、以下の式により収縮率を求めた。
　収縮率（％）＝（（６２５）－（Ｃ））／（６２５）×１００
【００９５】
＜伸張性・柔軟性評価法＞
　島津製作所「オートグラフＡＧ５００Ｄ」を用いて、試験速度１００ｍ／ｍｉｎの速度
で試料長１００ｍｍから５０％伸張後、試料長まで戻し、再度５０％伸張時の荷重を初回
と再回の２点１０％、２０％、３０％、４０％、５０％の強度を測定し、強度を縦軸に歪
を横軸にとったグラフ（Ｓ－Ｓカーブ）とした。
　初回の荷重と再回の荷重の差が大きい程、伸張性が低い。また、伸張と加重のグラフに
おいて、傾きが高いほど柔軟性が低いと判断した。
【００９６】
＜凹凸度評価法＞
　不織布の凸部の中心を通るように垂直に切断し、その断面をＫＥＹＥＮＣＥ社製　デジ
タルマイクロスコープ「ＶＨＸ－９００」を用いて、その凹部と凸部の厚みを測定し、そ
の差について１０ヶ所の平均を求めた。
【００９７】
［実施例１］
　融点１６０℃のポリプロピレンと融点１３０℃のエチレン-プロピレン共重合体からな
る並列型複合繊維（容積比：５０／５０）を用いて、目付1０ｇ／ｍ２の繊維層（２）を
カーディング法にて作成した。繊維層（２）の収縮率は７０％であった。
【００９８】
　融点１６０℃のポリプロピレンと融点１００℃のＬ－ＬＤＰＥからなる同心鞘芯型複合
繊維（容積比：５０／５０）を用いて、目付１０ｇ／ｍ２の繊維層（１）をカーディング
法にて作成した。繊維層（１）の収縮率は５％であった。
【００９９】
　各繊維層の機械方向が同一方向となるように、繊維層（２）の上に繊維層（１）を積層
し、２層ウェブを作成した。得られた２層ウェブ上に直径３ｍｍの丸穴がピッチ５ｍｍ間
隔で千鳥状に開口したパンチング板（開孔率３２．６％）を乗せ、熱風循環式スルーエア
ー機（壽工業社製）に加工温度１２０℃にて、１０秒間、ポイントスルーエアー加工を行
った。この時の収縮率はＭＤで７％、ＣＤ３％であった。
【０１００】
　次いで、パンチング板を外し、再度熱風循環式スルーエアー機に加工温度１２０℃にて
、１０秒間熱処理したところ、収縮率６７％である伸縮不織布が得られた。この伸縮性不
織布の物性等を表１に示す。
【０１０１】
［実施例２］
　融点１６０℃のポリプロピレンと融点１３０℃のエチレン-プロピレン共重合体からな
る並列型複合繊維（容積比：５０／５０）を用いて、目付２０ｇ／ｍ２の繊維層（２）を
カーディング法にて作成した。繊維層（２）の収縮率は７０％であった。
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【０１０２】
　融点１６０℃のポリプロピレンと融点１００℃のＬ－ＬＤＰＥからなる同心鞘芯型複合
繊維（容積比：４０／６０）にレーヨンを１０％混綿した目付1０ｇ／ｍ２の繊維層（１
）をカーディング法により作成した。繊維層（１）の収縮率は０％であった。
【０１０３】
　各繊維層の機械方向が同一方向となるように、繊維層（２）の上に繊維層（１）を積層
し、２層ウェブを作成した。得られた２層ウェブを、実施例１と同様に、ポイントスルー
エアー加工した。この時の収縮率はＭＤで５％、ＣＤ３％であった。
【０１０４】
　次いで、パンチング板を外し、再度熱風循環式スルーエアー機に加工温度１２０℃にて
、１０秒間、熱処理したところ、収縮率６２％収縮である伸縮不織布が得られた。得られ
た伸縮性不織布の物性等を表１に示す。
【０１０５】
［比較例１］
　融点１６０℃のポリプロピレンと融点１３０℃のエチレン-プロピレン共重合体からな
る、並列型複合繊維（容積比：５０／５０）を用いて、目付１０ｇ／ｍ２の繊維層（２）
をカーディング法にて作成した。繊維層（２）７０％であった。
【０１０６】
　融点１６０℃のポリプロピレンと融点１００℃のＬ－ＬＤＰＥからなる同心鞘芯型複合
繊維（容積比：５０／５０）を用いて、目付１０ｇ／ｍ２の繊維層（１）をカーディング
法にて作成した、繊維層（１）の収縮率は５％であった。
【０１０７】
　各繊維層の機械方向が同一方向となるように、繊維層（２）の上に繊維層（１）を積層
し、２層ウェブを作成した。この２層ウェブを面積率１５％の加熱エンボス（加工温度９
５℃）にて熱圧着して不織布を得た。この不織布の収縮率はＭＤで４０％、ＣＤ２６％で
あった。得られた不織布の物性等を表１に示す。
【０１０８】
［比較例２］
　融点１６０℃のポリプロピレンと融点１３０℃のエチレン-プロピレン共重合体からな
る並列型複合繊維（容積比：５０／５０）を用いて、目付８０ｇ／ｍ２のウェブをカーデ
ィング法にて作製した。このウェブを、ウォータージェット加工機（大昌鉄工社製）によ
り、７．８４Ｍｐａのジェット水流をあて、交絡させた後、１２０℃の熱風循環式スルー
エアー機（壽工業社製）にて、乾燥、収縮処理して不織布を得た。この不織布の収縮率は
ＭＤ２２％、ＣＤ９．４％であった。得られた不織布の物性等を表１に示す。
【０１０９】
【表１】

【０１１０】
　表１に示すように、ポイントスルーエアー加工によって製造した実施例１および２の不
織布は、熱接着性繊維の熱接着により部分的に形成された熱接着部において両繊維層の繊
維が圧着扁平化することなく両繊維層が一体化されており、繊維間がその交点において接
着しているのみであるため、柔軟性が高く、伸張性に跳んだ風合いの良い不織布であった
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。また、実施例２の不織布は、レーヨン混綿の効果により液の吸収性を示す伸縮嵩高性の
不織布となった。
【０１１１】
　一方、熱エンボス加工によって製造した比較例１の不織布は、熱接着部が圧着扁平化さ
れ潰されてしまい通気度が大きく損なわれた。また、熱接着部の間も熱ロール間空壁によ
り潰されてしまい、嵩高性、柔軟性共に劣り、伸縮性が低いものとなった。また、ウォー
タージェット加工により製造した比較例２の不織布は、繊維をジェット水流にて交絡する
ことで両繊維層の繊維が絡み合いにより一体化しており、柔軟性は良いが、嵩高性及び伸
縮性は非常に劣る物であった。
【産業上の利用可能性】
【０１１２】
　本発明の伸縮性不織布は、特に表面に凹凸の皺を持ち嵩高で柔軟性が高く、通気性があ
り、ＭＤ、ＣＤ方向共に伸縮性を与えることが出来ることから、例えば、包帯、ハップ材
基布、面ファスナーのメス材など衛材分野、メディカル分野、産業資材分野などに利用す
ることが出来る。
【符号の説明】
【０１１３】
１　　熱収縮加工前の繊維層（１）
２　　熱収縮加工前の繊維層（２）
１’　　熱収縮加工後の繊維層（１）
２’　　熱収縮加工後の繊維層（２）
３　　熱接着部（熱接着繊維同士の交点が接着している部位）
４　　熱接着部の間（熱接着繊維同士の交点が接着していない部位）
４’　　熱収縮加工後の熱接着部の間（凸状構造形成部）
５　　熱接合領域（繊維層（１）と繊維層（２）の界面における熱接合面）
６　　空間部
Ｘ1－Ｘ1’、Ｘ2－Ｘ2’　　不織布の断面箇所
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